
 

① ⽉会費 

② 退会 

⽉会費は、毎⽉ 27 ⽇に翌⽉分を銀⾏⾃動引き落としにより⽀払うこと。 
万が⼀、残⾼不⾜の理由により銀⾏による⾃動引き落としができなかった場合は、 
下記の指定銀⾏⼝座に早急に振り込みにより⽀払うこと。 
 
指定銀⾏⼝座： みずほ銀⾏ 世⽥⾕⽀店 普通 ３０１９２３２ 会費 ⽥村悦宏 
 
※振込みの際は、必ず名前の前に会員番号を記⼊・⼊⼒してください。 
記⼊・⼊⼒例 C１２３４ ヤマダイチロウ 
 
なお、未納・滞納会費の⽀払いについては各道場でも受付いたします。 
⽉会費は合同練習、⾃主トレへの参加、不参加回数に関係なくお⽀払いただきます。 
納⼊された⼊会⾦、会費等はいかなる場合も返還いたしません。 
１ヶ⽉以上、稽古・⾃主トレに参加できず、会費の⽀払いを停⽌したい場合は、休会、 
または退会の⼿続きをしてください。 
⾃主的に退会を希望する場合は、退会希望⽉の前⽉の 5 ⽇までに所定の「退会届」を提出し、
未納会費がある場合は、即時納⼊してください。 
5 ⽇を過ぎて「退会届」を提出された場合は、翌々⽉の退会となります。 
電話での退会は受け付けておりませんので、必ず各道場で退会の⼿続きをしてください。 
総本部会員登録の退会は総本部へ電話で連絡をしてください。 
総本部電話番号：０３−５９９２−９９００ 
 
なお、３ヶ⽉分の会費を滞納した場合は、規定により「未納退会」処分となりますが、 
滞納会費の請求は納⼊するまで⾏われ、再度の請求にもかかわらずお⽀払い頂けない場合は、
法的な⼿続きが取られることをご了承ください。 

私は、⼊会後、上記の規定を順守します。 
 
    年    ⽉    ⽇ 会員番号           ⽒名                印 
 
（⼊⾨者が⾼校⽣以下の場合は、保護者の承諾が必要です） 保護者⽒名                印 
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